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第１章　総則

第1条
ドーピングは、スポーツと医学の倫理に反する。
財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下「本協会」という）は、7日本アンチドーピ
ング機構（以下JADAという）に加盟し、JADAの定める規則並びにFIMメディカル・コードを尊
重し、アンチ・ドーピングを推進する。

第2条
本協会は、ドーピングを禁止する。

第3条
ドーピングとは、オリンピックムーブメント　アンチ・ドーピング規程別表A並びにFIMメデ
ィカルコードに規定された禁止物質の使用および禁止方法に該当することをいう。

第4条
本協会は、本協会が公認・承認する競技会に出場する選手、および本協会が国際競技大会へ派
遣する日本代表選手(候補を含む)を対象としてドーピング検査を行う。

第5条
第4条に規程される競技者は、本協会から要請があった場合には、ドーピング検査を受けなけ
ればならない。
検査を拒否した場合は、理由の如何に関らず陽性と判断され、制裁が課される。

第6条
本協会は、ドーピングを行った競技者に対して制裁を課す。
競技者にドーピングを強要したり、勧めた者、また競技者のドーピングを手助けしたり、容認
した者にも制裁を課す。

第7条
ドーピングを行わないことは、競技者自らの義務と責任である。

2004 MOTORCYCLE SPORTS RULES

MFJアンチドーピング規則 MFJアンチドーピング規則 

付　　　則 2

P050～P054/編集031213  04.1.6  1:41 PM  ページ50



51

付
　
則

競技者から禁止物質が検出された場合には、ドーピングの推定を反証する責任は当該競技者にあ
る。

第2章　本協会が実施するドーピング検査

第8条
ドーピング検査は、事前の通告をもって、または通告無しに実施される。

第9条
ドーピング検査は、本協会ドーピングコントロール委員会が任命する検査員により、検査員の
指定する場所において実施される。

第10条
検体採取は、細則で定める手続きに従って行われる。
検体の分析結果に影響するとは考えられない些細な手続きの違いは、結果に対する影響はない
ものとする。

第11条
検体の分析はJADA認定の検査機関で行われる。

第12条
検体の分析は、オリンピックムーブメント　アンチ・ドーピング規程並びにFIMメディカルコ
ードに則って行われる。

第3章　結果の通告と制裁の手続き

第13条
検査機関からの検査結果は、本協会ドーピングコントロール委員会委員長または委員長が指定
する代理委員に通告される。

第14条
A検体が陽性であった場合には、本協会ドーピングコントロール委員会委員長またはその代理
委員は、本協会会長に報告し、競技者へは文書で通告する。

第15条
競技者は通知を受けてから14日以内にB検体の確認検査を要求できる。
競技者が確認検査要求の権利を放棄するか、14日以内に確認検査を要求しない場合には、ドー
ピング検査陽性と認定される。

第16条
B検体の検査には、本協会ドーピングコントロール委員会委員1名、本協会の代表者1名、選手
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またはその代理人1名が立ち会うことができる。

第17条
B検体の検査結果は本協会ドーピングコントロール委員会委員長または代理委員に報告される。
本協会ドーピングコントロール委員会委員長またはその代理委員は、検査結果を本協会会長に
報告する。

第18条
B検体が陰性の場合には、ドーピング検査陰性とされる。B検体が陽性の場合には、ドーピング
検査陽性とされる。
ドーピング検査陽性の場合には、本協会は当該競技者ならびに関わりのあった者に対して制裁
を課す。

第19条
本協会は、制裁を決定する前に、競技者ならびに関係者に公正な事情聴取の場を設ける。

第20条
本協会は、本協会規則に従って制裁を課す。

第4章　制裁

第21条
競技者に対する制裁は、競技結果の抹消、日本代表選手の認定取り消しおよび本協会に関わる
公認・承認競技会への参加資格の停止である。
制裁内容は以下のとおり。

a 厳重注意
s 資格停止　2年以内
d 資格停止　2年以上終身

第22条
競技者にドーピングを強要したり、勧めた者、また競技者のドーピングを手助けしたり、容認
した者に対する制裁は、第21条に規程する制裁を上限として、必要な修正を加えて課す。

第5章　付則

第23条
このアンチ・ドーピング規程の施行についての細則は別に定める。
付則1. この規程は、2004年１月１日から施行する。
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第１章　ドーピング検査の手続き

第1条
本協会ドーピングコントロール委員会が任命する検査員からドーピング検査を要請された競技
者は、なるべく速やかに検査を受けなければならない。
検査員は本協会ドーピングコントロール委員会が発行した検査員としての任命証を競技者に提
示する。

第2条
検査員が訪れた場合には、競技者はその時点で行っている活動を終了させるために必要な相当
の時間を与えられる。なお、競技者は検査が行われるまで検査員の監視下になければならない。
検体採取は可能な限り速やかに行う。

第3条
ドーピング検査は検査員が指定する場所をドーピング検査室として実施する。
ドーピング検査室には、競技者の付き添い1名が同席することができる。

第4条
競技者はコードナンバーをひとつ選ぶとともに、密封された採尿容器の中からひとつを選び、
同性の検査員の監視のもとで、75ml以上の尿を採取する。

第5条
競技者は、密封された検体容器セットの中からひとつを選び、尿をA、Bの検体容器に分けて入
れ、検体容器を密封してコードナンバーシールで封印をする。

第6条
競技者は、過去3日間にさかのぼって、使用した薬物を申告する。

第7条
競技者ならびに付き添い人は検査用紙、検体容器のコードナンバーが一致していること、手続
きが公正に行われたことを確認し、検査用紙に署名する。
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第8条
検査員は、検査用紙、検体容器のコードナンバーが一致していること、検査用紙に記載漏れが
無いかを確認して、検査用紙に署名する。

第9条
競技者がサンプル提供を拒否した場合、検査員は検体採取を拒否することにより競技者本人が
こうむる不都合、すなわち、ドーピング検査を拒否したとみなされ処分をうけるということを、
説明しなければならない。それでもなお競技者が検体提供を拒否する場合は、検査員はこの旨を
ドーピング検査用紙に記載、署名し、競技者にも署名するよう要求する。検査員は、他にも特記
すべきことがあればドーピング検査用紙にその旨を記載する。

第2章　制裁決定までの手続き

第10条
A検体陽性の場合には、陽性と判明した時点で、当該競技者の本協会に関わる事業への参加資
格は一時停止される。

第11条
ドーピング検査陽性の場合には、制裁の最終決定がなされる前に、当該競技者ならびに関係者
には公正な事情聴取の場として第13条以下に定める裁定委員会が設けられる。

第12条
裁定委員会の審議をもとに、制裁を決定する。

第3章　裁定委員会

第13条
裁定委員会は、必要に応じてその都度設置する。

第14条
裁定委員会の委員は、MFJドーピングコントロール委員会委員長、当該種目委員会委員長及び
副委員長により構成されることとし、必要に応じて本協会会長が委嘱する。

第15条
裁定委員会は、検査機関に検査データについての説明を、また本協会ドーピングコントロール
委員会の意見を求めることが出来る。

本細則は2004年１月１日から施工する。
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